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１. 計画変更の背景

○豊島区新型インフルエンザ等対策行動計画（以下、区行動計
画）は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、特措法）
に基づき、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画として
平成26年度に策定。

○新型コロナ対応や関係法令の改正等を踏まえ、新型コロナや新
型インフル以外も含めた幅広い感染症による危機に対応できる社
会を目指し、令和６年７月に初めて政府行動計画が抜本的に変更
され、それに伴い都行動計画も令和７年７月に変更予定。

○区行動計画は、政府行動計画及び都行動計画と整合性をとる必
要があり、統括庁より示された期限である令和８年７月までに変
更完了することを目途とする。

○なお、区行動計画は、特措法第８条第２項に掲げる事項を定め
る必要がある。



（参考）

○新型インフルエンザ等対策特別措置法 第8条抜粋

（市町村行動計画）
第八条 市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフル
エンザ等対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を作成するもの
とする。

２ 市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
二 市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
ロ 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関
する措置
ハ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置

三 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
四 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との
連携に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策に
関し市町村長が必要と認める事項



２. 改定のポイント

内閣感染症危機管理統括庁「新型インフルエンザ等対策政府行動計画の概要」資料より抜粋



３. 区の新型インフルエンザ等
対策に関する経緯

時 期 内 容

H19年5月 「豊島区新型インフルエンザ対策行動計画」、「豊島区新型インフルエンザ対策マニュアル」策定

H21年9月 「新型インフルエンザ（弱毒型）業務継続計画」策定

H24年5月 「豊島区業務継続計画（BCP）【新型インフルエンザ編】」策定
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」公布

H25年3月 「豊島区新型インフルエンザ等対策本部条例」、「豊島区新型インフルエンザ等対策本部条例
施行規則」公布

H25年6月 「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」、「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」策定

H25年11月 「東京都新型インフルエンザ等対策行動計画」策定

H26年6月 「豊島区新型インフルエンザ等対策行動計画」策定

H28年2月 「新型インフルエンザ等対策行動マニュアル～初動対応編～」改定

R4年1月 「豊島区業務継続計画（感染症編）」改定

R6年3月 「豊島区感染症予防計画」策定

R6年7月 「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」改定

R7年4～5月 「東京都新型インフルエンザ等対策行動計画」改定（予定）

※青字は政府、都に関する内容



４.スケジュール（案）

時 期 内 容

R7年7～9月 第1回「新型インフルエンザ等対策行動計画庁内検討会議」
「新型インフルエンザ等対策推進協議会」

R7年11月 第2回「新型インフルエンザ等対策行動計画庁内検討会議」
「新型インフルエンザ等対策推進協議会」

R8年2月 議会報告（計画案、パブリックコメント実施）
パブリックコメント実施、都へ計画案の連絡

R8年3月 第3回「新型インフルエンザ等対策行動計画庁内検討会議」
「新型インフルエンザ等対策推進協議会」

R8年6月 議会報告（計画策定）、計画公表


